
3章 地域福祉 と地域介護支援行政

新田 照夫

1節 介護保険制度実施の下での自治体独 自の介護支援行政

介護保険制度が実施されて半年が過ぎた現在､介護保険の対象から漏れたり

必要なサービスが介護保険で補えない高齢者を自治体がどう支援するか､ある

いは地域全体でどう支えるか､という点が問題になりつつある｡とくに家庭で

も大きな施設でも対処できず､グループホームといった小規模施設へ送られて

くる高齢者は､痴呆性の要介護度が重 くなる傾向があり､こうした痴呆性高齢

者を抱える小規模施設にたいして現行の介護保険制度では十分な支援が難しい

という問題がある(1)｡病院や大きな施設などでは個々の高齢者の症状に応じた

対応が難しく､画一的な対処しかできないのが現状である｡ 特に個室に閉じ込

められた高齢者が精神的な不安を訴え､また社会的関係を断ち切られた高齢者

が痴呆症状を悪化させることは今日では他方面から指摘されているところであ

る｡多くのグループホームではできるかぎり日常生活に近い生活をするようサ

ポー トしたり､また何らかの役割や仕事をできるよう支援している｡ こうした

援助が ｢高齢者の社会性 と責任感を大切に保持する介護｣につなが り､痴呆の

進行を遅らせたり予防することにつながっていることは今日では次第に明らか

にされているところである｡こうした小規模事業所を自治体が積極的に受けい

れるためには､痴呆予防の観点から独自の施策が必要になってくるであろう｡

第二の問題点 として､腰 董望禦 碧空璽聖 上三菱至上lUユゑ現
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たきり｣を減らすなどにより地域全体 として高齢者の医療費や介護費を軽減す

ることが重要になってぐる｡それ
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のではなかろうか｡地域全体が ｢福祉のまちづくり｣を推進するためには､ボ

ランティアを通じて地域社会の介護に関係する諸セクターとの連携を強化し､

地域福祉のシステムを充実していくことができる核が必要になってくる｡小規

模施設は､こうした ｢草の根の公共性の高い事業｣を行う核になり得る可能性

を持っており､自治体がこれらの小規模施設をどのように受け入れるかが今後

の課題として残されているように思われる｡そこで長崎県内の各自治体と全国

の先進地と言われている自治体を例にこうした課題について考察してみたい｡

2節 地方自治体の介護支援行政

(1) 介掛 こ関する ト つの典型的自治体モデル｣の抽出 (長崎県の場合)

平成12年 9月中旬から10月中旬にかけて､長崎県内79自治体を対象に ｢介護

支援行政｣の現状に関する調査を行った.調査項目は以下の6点である....

(※次貢資料参照)

(D要介護保険認定者等の実数

②自立判定者以外に自治体独自の介護予防 ･生活支援事業対象者数

③地域内の諸法人への介護事業委託状況

(参自治体として特記すべき事情

(9国からの交付基準について

⑥自治体として困っていること･､ある両 ま国などへの要望

回収率は約95パーセント (県下全79自治体のうち75自治体からの回答)であ

_り､ほぼ長崎県全体の状況が把握できた｡まず､各自治体の総人口に占める65

硬以上の高齢者の割合 (高齢化率)･は表1の通りである｡ 同表によると､長崎

県では人口1万人以下の自治体が52あり､県下の自治体数全体の69.3パーセン

､トを占4)ている｡ これらの自治体は高齢化率が25パーセントから30パーセント

が大半を占め､･この規模の自治体がどのような ｢介護支援行政｣を実施するか

が長崎県全体の傾向を左右すると言えるのではなかろうか｡また人口1万人か

ら2万人の自治体は14あり､これは高齢化率が20パーセント前後の自治体内で

ある｡ 人口2万人から4万人の自治体は4で､･高齢化率が15パーセント以下の
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3章 地域福祉と地域介護支援行政

絹 予防 .生活支捷事業 につ い てのお た ず ね .

(もし自治体名をご記入いただけるならばお顔い致します : )

準印を付していろ過は別紙等を追加と,言己入いただいても岩横です○1.平成12年4月1日現在の貴自治体は

1)給人口 ( 人)のうち65歳以上の人口は ( 人)で､

高齢化率はほぼ ( %)である.

2)65歳以上人口のうち介護保険事業の ｢要介護認定者｣等は何人でしたか｡

(できれば段階毎の数を教えて下さい○) (平成 年 月 .日現在)

①要支援 ( 人)､ ⑧要介巷1( 人)､ ⑨要介護2( 人)､

④要介護3( 人)､ ⑤要介護4( 人)､ ⑥要介護5( 人)､

⑦自立判定者 ( 人)

2.上記の自立判定者以外に ｢介護予防 .生活支援事莫｣ (以下､この事糞という)の対象と見なさ

れるのは何人ぐらいでしょうか. ( 人 :ダブルカウントしない実数)

3.ところで､貴自治体で取り組んでいるのはこの事業のうちどの事集種目ですか.

(該当するものにすべて○印しをおつけ下さい○)

①配食サービス､ ②外出支援サービス､ ③寝具消毒サービス

④共同生活支援事業､ ⑤軽度生活援助事業､ ⑥住宅改普榊 事業

⑦理美容サービス､ ⑧活動支舶 所事集､ ⑨介護予防各種教室

⑳榊 且派遭事業､ ①持専短期宿泊事業､

⑳その他自治体独自の事業 (栄 )

4.この事薫の実施に当たつては､実施を市町村社会箱祉協議会､社会福祉法人､医療法人､民間事

美音､特定弊行営利事業法人､農業協同組合及び鼻費協同組合連合会等の法人に委託することが

できるようになっていますが､貴自治榛で委託している法人があれば教えてくださいo

楽手菓種目と汲人名 :

5.この事薫の実鰍 こ当たって貴自治体が他の自治体と比べて特記すべき事情があれば教えて下さい.

#

6.この事薫の実jかこ当たって､国が用意している交付基準額は以下のうちいずれでしょうかo

①十分､ ②ほぼ十分､ ⑧不足している

7.またこの事糞の実施面で貴自治体が困っていることがあれば教えて下さい.

A

8.この事糞について県､国､その他横閑等への要望があればお田かせ下さい○

※
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表 1:クロス集計 (総人口/高齢化率)

上段 :実数下段 :横% 合 計 総 人 口5000以下 5001- 10001- 20001- 40001- 100001--10000 20000. 40000 100000 500000

100.0 2畠.po 41.3 1岳▲ケ 5.3 p4.0 ･2.7

Jlbo.o - - - 50.0 50.0 -

100.0' 8.3 -8.3 ■58.3 - ㌔.16.7 8.3

野 20.01-25.00 ～.rl-32 4 18 7 ･2 - 1
塞 100.0 12.5 56.3 21.9 6.3 - 3.r

.率 25.01-30.00 ･､1ー9 9 9 - 1 - -
･100..0. 47.4 47.4 - 5.3 - -

30.01以上 8 7 1 - - - -

自治体と25パーセントの自治体に分かれている｡人口4万人から10万人の自治

体は高齢化率15パーセント前後の自治体で占められている｡最後に自治体10万

人以上の自治体は高齢化率が20パーセント前後の自治体で占められている｡

このように長崎県では､∵総人口が2万人以下の自治体か県全体の約 9割を占

め､高齢化率も'20パーセン ト前後(総人口1万人～ 2万人)､25パーセント前後

.(総人口5千人～ 1万人)̀そしそ30パーセント前後 (同5千人以下)と人口規模

が小さくなるにうれて高齢化率が高くなる傾向にある｡ また総人口が2万人か

ら10万人までの自治体では､高齢化率が15パーセント以下の自治体 も若干見ら

れるが､長崎県については人口規模が大きいからと言って必ずしも高齢化率が

低 くなるとは限らない｡Lちなみに嘩人口10万人以上の自治体でも高齢化率が20

パーセント前後であり､全国平均を上回っている(2)0

つぎに各自治体毎に､｢要介護支援｣か ら ｢要介護5｣までの総数を ｢要介護

者数｣としてまとめ､これと ｢総人口｣｢65歳人口｣｢高齢化率｣といった三つ

のカテゴリーとの相関関係を分析してみた｡その理由は高齢化が進んでいる自

治体だからといって､必ずしも ｢要介護者数｣が多いとは限らないからである｡

独自に介護予防事業を進めている自治体では ｢生涯現役｣の元気なお年寄 りが

多く､介護費 ｣医療費も少なくて済む｡高齢化社会を見越して､こうした自治
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3章 地域福祉と地域介護支援行政

体独自の努力をしている姿を明らかにし､これからのあるべき高齢化社会のモ

デルを模索することが本研究の目的だからである｡紙面の都合ですべてのデー

ターを掲載できないことから､それぞれのクロス集計の中から特徴的なものだ

けを取 り出すと表 2から表 4までとなる｡

まず､長崎県内で一番多いのは総人口が5,001人から10,000人の自治体であ

り､ここでは ｢要介護者数｣が201人から400人 となっている｡特に1自治体あ

たり300人前後の ｢要介護者数｣が最も多い (表 2)｡ 次に高齢化率でみるなら

ば､長崎県では ｢20-25%｣の自治体が最も多く､ここでは■｢要介護者数｣が

｢151-400人｣と｢800人｣｢1000人｣の3グループに分けられる｡自治体毎のデー

タを見るならば､高齢化率が ｢20-25%｣の自治体は特別養護老人ホームなど

の施設を抱えている自治体が多 く､自治体外から同施設等へ高齢者が転居 ･入

居してくることにより ｢高齢化率｣と ｢要介護者総数｣を増やしているものと

思われる｡同様の傾向は高齢化率が ｢25-30%｣の自治体にも見られる｡ 恐ら

く､これらの自治体内で ｢昔から居住する "要介護者数〟｣の実数は300人前後

(総人口の3-6%)になるのではないかとと思われる｡

表 2:総人口/要介護者総数 表 3:要介護者数/高齢化率

総 人 口 要介護者数

(塾5000人以下 101-200

(∋5001人～10000 201-400(300)

10001人～20000 301′-400

20001人～40000 801～1000

高齢化率 要介護者数

30%以上 101-150

②25-30% 151′-400､800(施設)

(∋20-25% 151-400､800､1000(施設)

※(彰は一番多数を占めるグループ､(参は第二位のグループを示す｡(以下同様)

表 4:65歳以上人口/要介護者数

_I:tL -:-- 一 二 二二

以上のデータから高齢者介護に関する長崎県の典型的な自治体モデルを抽出

するならば表 5の通 りとなる｡
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表5:長崎県の典型的な自治体モデル

総 人 口 5,000人ん10,000人前後.

高 齢 化 率∴20-25%前後-

65歳以上人口 2000人前後

要介盛者数 ･300人前後 (65歳高齢者の3.-■6%)l

(2)-｢生涯現役｣の高齢者を育てる人口5,000人以下の農村部自治体

ノ次に､要介護者 1人を支える人口の割合を各自治体の ｢高齢化率｣との関係

で見るならば､｢高齢化率20-25%｣の自治体グループが一番多数を占め､要介

護者_1人につき21人から40人までの人口 (要介護者当人も含む)が支えている

自治体と61人から70人までの人口が支えているー自治体の二つのグルナプに分か

れた｡｢高齢化率25-30%｣の自治体についても同様の傾向がある｡同じ高齢化

率にもかかわらず､二人の要介護者を支えるのに一方では30人前後で､他方の

自治体では70人から100人近い人口で支えているこの違いは､高齢化率が高いか

らと言って必ずしも ｢寝たきり｣などを含む ｢要介護者｣がその自治体に多い

とは限らず､元気で ｢生涯現役｣の高齢者が多いかどうかという相違を示して

いるのではないかと思われる｡

表 7は要介護者 1人を支える人口と自治体規模 との関係を示したものである▲｡

同表によれば､人口規模が5,00'0人以下の自治体に､要介護者 1人につき90人以

上の人口が支えている自治体 串､40,000人から100,00Q人の自治体に要介護者 1

人につき60人以上の人口が支えている自治体が在ることが見えてくる (表 7太

字数字)｡恐らく､前者の5,000人以下の農村部自治体では要介護者が少なく､

｢生涯現役｣の高齢者が多 く､また後者の都市部の自治体では若い人口が多いた

めではないかと思われる｡

国の施策はそのほとんどが都市部の規模の大きい施設を対象にしている｡し

かし大きな施設や病院では､一人一人の症状に応じた対処をす-ることが難しく､

高齢者が施設や病院の中で孤立化 ･孤独化し､社会性や集団の中での役割を失

うことにより痴呆症などが悪化するケースが多く報告されている｡これからの

高齢者福祉が介護予防の観点から実施される重要性が指摘されている今日､地
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3章 地域福祉と地域介護支援行政

表 6:要介護者 1人を支える人口と高齢化率との関係

①は一番自治体数が
多いグループ

(参は二番目に自治体
数が多いグループ

(以下の表は全て

同様)

表 7:要介護者 1人を支える人口と自治体規模 との関係

総 人 口 介護者一人を支える人口

②5000人以下 ②11-20人､(∋21-30人､90人以上

(D5001-10000人 ③11-20人､.①21-30人､③31-40人

@10001-20000̂ ③21-30人､①31-40人､②41-50人､

④20001.-40000人 (∋21-30人､(卦41-50人､

※表 7は以下に示す表 8を要約したものである｡

表 8:要介護者 1人を支える人口と自治体総人口との関係

上段:実数下段:横% 合計 要介護者一人を支える人口 (要介護者も含む)10人以下ll-20人21-30人31-40人41-50人51-60人61-70人71-80人81-90人90人以上

全 体 75 13 31 15 ll 2 2 - 1100.0 17.3 41.3 20.0 14.7 2.7 2.7 - 1.3

総人口 5000以下 21 7 9 3 1 1 - - 1

100.0 33.3 42.9 143 4.8 - - 4.8

5001-10000 31 5 16 6 3 1 -

100.0 16.1 51.6 19.4 9.7 3.21 -
10001-2000020001-4000040001-100000 14 1 3 5 4

100.0 - 7.1 21.4 35.7 28.6 7.1 -

4100.0 375.0 125.0 13 - 1 - -
100.0 - 33.3 33.3 33.3 -
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域のボランティアなどに支えられながら地域社会の中で介護事業を展開してい

る地方の小規模施設を自治体独自の施策としてどう受け入れるかという点が､

地域福祉の鍵になると思われる｡長崎県の調査で浮き彫 りにされた人口5,000人

以下の農村部自治体で要介護者が少ない例は､｢生涯現役｣の高齢者を育てる介

護享防の重要さを示すものではなかろうか｡

(3) 自治体独自の地域介護事巣について

長崎県の各自治体が取組んでいる介護関連の事業を全体として見るならば､

多い順に ｢活動支援適所事業 (63%)｣｢軽度生活援助事業 (57%)｣｢配食サー

ビス (55%)｣等となっている (表 9参照)0;れを自治体の高齢化率毎に分類

してみるならば､イ15-20%｣と｢20-25%｣のグループに｢民間事業所｣や ｢ボ

ランティア｣などへの委託事業が多く見られる｡これに対して､高齢化率30パーI

セント前後や反対に10パーセント近 くの自治体は町の社会福祉協議会などへの

委託が大半を占めている (表10参照)0

表9:自治体の事革種目 (MA)

Na .カ テ ゴ .) 座薮 %(全体) %(除非) %(除非不)

_1 配食サービス′ ～-55 73.3 73.3 74.3

子p2 外出支援サ｢ビス 14 18.守 li.7 1~8.9

き5 軽度改善指導事業 57 76.0 76.0 -77.0
.6 .住宅改善指導事業.ー 二2 2.7 2.7 2.7
.7 理美容サービス. ･3 4.0 4.0 4.1

iT8 活動支援適所事業 p63 ▲84.0 84.0 85:1

:■9 _介護予防各種教室 22 29.3 29.3 29.7
･10 指導員派遣事業 ' ll. 14.7 14｣7 14.9

∫ll 指導短期宿泊事業 21 28.0 ?8.0 ･28.4

:13 1-12以外の回答 0 0.0 0.0 0.0
無画答 1 1.3 1.3

.非該当 0 .0.0
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3章 地域福祉と地域介護支援行政

表10:自治体で委託 している法人

(数字はその事業に取組んでいる自治体数)

高齢化率(%) 委託法人名 :事業項目

10--15 社会福祉法人 :軽度生活支援事業(3)､配食サービス(1)､活動適所支援(2)､介護予防教室(2)､寝具消毒乾燥サービス(1)

民間福祉法人 :活動適所支援(3)､介護予防教室(1)､指導短期宿泊(2)

15-20 社会福祉法人 :配食サービス(8)､外出支援サービス(3)､活動適所支援(1)､

軽度生活支援事業(8)､活動適所支援(6)､介護予防各種教室(2)､

寝具消毒乾燥サービス(2)､外出支援サービス(1)､在宅介護リ

フレッシュ支援(1)

シルバー人材センター :軽度生活支援事業(1)､

民生委員協議会 :友愛訪問委託(1)､

民間福祉法人 :活動適所支援(17)､軽度生活支援事業(6)､指導短期宿泊事業(4)､
生活管理指導員派遣(5)､家事援助事業(6)､:配食サービス(1)､

生きがい対応型デイサービス事業(1)､移送支援(1)､高齢者世

話付住宅生活援助派遣(1)､在宅介護支援センター運営事業(1)

民間事業所 :寝具消毒乾燥サービス(3)､一人暮らし高齢者訪問事業(1)､訪問

美容サービス(1)､緊急通報体制整備(1)､日常生活用品給付(1)､

独居老人等ごみ出し援助(1)､家族介護用品支給(1)､移送支援

(1)

長崎県中央農業協同組合 :軽度生活支援事業(1)

20-25 社会福祉法人 :軽度生活援助(23)､指導員派遣(5)､生活支援適所(18)､配食サー

ビス(13)､介護予防各種教室(3)､寝具消毒乾燥サービス(1)､

外出支援サービス(4)､住宅改善指導事業(1)､指導短期宿泊(2)
民間事業所 :理美容､配食サービス(2)

民間福祉法人 :生活支援適所(16)､配食サービス(5)､生活管理指導事業(1)､
外出支援サービス(3)､指導短期宿泊(9)､軽度生活援助(3)､介

護予防各種教室(1)､指導員派遣(1)

農協 :外出支援サービス(3)､生活支援適所(1)

NPO :外出支援サービス(2)､生活支援適所(1)

ボランティア :軽度生活援助(1)

シルバーセンター :軽度生活援助(1)

老人保険事業 :介護予防各種教室(2)

25-30 社会福祉法人 :軽度生活援助(13)､配食サービス80),共同生活支援事業(1)､
介護予防各種教室(3)､生活支援適所(5)､外出支援サービス(2)､
指導員派遣(1)､介護予防各種教室(1)

民間福祉法人 :生活支援適所(10)､配食サービス(4)､指導短期宿泊(3)

民間事業所 :寝具消毒乾燥サービス(1)

30以上 社会福祉法人 :配食サービス(6)､生活支援適所(4)､指導員派遣､外出支援サー
ビス(1)､軽度生活援助(3)､介護予防各種教室

民間福祉法人 :配食サービス(1)､軽度生活援助(1)､生活支援適所(5)､指導短
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表11:自治体で独自に取組んでいる事蕪

高齢化率(%) 卓 ~: 漢 . 項 目 .

1()Tl15 家族介護者対策事業

15-20 一人暮らしに高齢者訪両事業､交通安全杖給付事業｣緊急通報体制整備事業､
要介蕎4に月5,goo.円､要介護 5正郎 Q,000円

20-25 ･.地域ケア⊥体融整席事業､食生活改善事業､家族介護慰労事象 .緊急通報体
制整備事業.(2)､登録ボラシティア団体事業(2)､老人おむつ助成事筆､在宅高

齢者等介護激励金∴家族介革支援対策事業､高齢者タクシー助成事業､町社

協食事サー~ビス :月1回､紙おむつ給付事業 華ヾ宅介護見舞金事業､リフレツ

シユ.ステイ事業､虚夢老人生活支援事業

25-30 生活管理指導事業､~緊急通報体制整備事業､短期入所追加支援事業､高齢者生活実態調査､ふれあい農園､高齢者福祉サロン車デル事業､.高齢者食生活
改善垂葉､レク1)エー一シヨシ講習会､シルバ⊥カルチャースクールへルシ†
ウオーク､ふれあい会､ふれあIい湯

30以上 デイサービス事業､中一ムヘルプ､7-～_イ､.シヨ-トステイ､介護日用費補助

表12:自治体として特首己すべき事項

高齢化率(%) ･事∴ .莱 .項 .冒

10-15

15Jも20 ･生きがい活動支援適所を地区公民館での適所事業として2箇所で実施

21-25

25～30 ･配食サービスを毎日型(1日2食工.生きがい痕動支援適所事業を介護保健

･事棄利用者と⊥緒浸実施

･共同生活支援事巣 .(グルーピシグ)
･介護保険の漏れ者対策にういて､とくにDsの ｢自立｣一朝走者をどうする

のか何度も検討し､1従来から実施し†いた老人保健事業の機能訓練 (通称
リハビ1)B型)で対応することを決定し､､これにより介護予防｣生活支援

率に予算面でも事業企画で'.きたo

また自治体で独自に取組んでいる事業としては ｢緊急通報態勢事業｣や ｢デ

イサービスへの補助｣などがある. 高齢化率25パーセシト前後の自治体では｢介

護消耗品給付｣｢革族介護対策事業｣などさらに細かな支援事業が組まれている

(表11参照)0

さらに自治体 として特記すべき事項としては｢地区公民館を適所事業に活用｣

｢配食サービスを毎日型に｣｢グループホーム支痩事業｣など国の介護保険勧度

では実施が難しい点を自治体がうまく補っている事例が見られる (表12)0
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3章 地域福祉と地域介護支援行政

かっては社会福祉は国の救済事業として始まり､その対象者が増加すること

自体が ｢社会問題視｣される傾向があった｡地域社会においても､社会福祉の

支援を受けることは ｢家の恥｣として受け止められ､極力世間に迷惑をかけな

いことが地域社会での常識 とされてきた時代が続いた｡しかし ｢高齢化社会｣

と言われる現代社会は､かっての農村時代と異なり､地域や家族の生活相互扶

助機能が崩壊し､個々の家庭で介護をすべて行うことは不可能な時代になって

いて､社会福祉を受けることを ｢家の恥｣などとは言ってはおれぬ状態になっ

ている｡こうした中で､かっての農村社会と言われる人口5,000人規模の自治体

においてさえ､｢介護｣というものを行政や町の社会福祉協議会だけに依存する

のではなく､民間事業所やボランティア活動によって支えていこうとする動き

が出始めている｡このことは､｢個々の私生活の中で協同できる部分は協同して

いこう｣｢個々のプライバシーは尊重しつつ､それを基盤にして協同社会を創追

していこう｣という意味で､社会の進歩の現れではなかろうか｡また自治体と

しても国の事業とは関係なく､独自の事業として取組む傾向が出ているのは｢社

会保障としての国の事業｣から ｢地域全体の協同事業としての地域介護｣へと

転換しようとしている点で注目すべき点であろう｡

自治体が介護関連事業を実施するにあたり､現在困っている事項を自治体の

高齢化率別に整理してみた(表13参照)｡同表によれば､高齢化率が比較的低い
_･一一一一一一1-L･･■.･-一､-

望 整髪望 望 ⊥空路 慮齢他室が高上なる自
自治体では ｢サービス事業者や対象者の不足｣

ど ｢財源不足

表13に見

げる傾向が見られる｡
られるように､自治体が介護事業を実施する上で困っている理由の

多 くは､第一に､総人口数千人から1万人規模の自治体が単独で介護事業を取

組むにはあまりにも財源が不足している点､そして第二に､これらの小規模の

自治体は若者が流出する地域が多いことから､介護保険制度の対象とされな

かった高齢者に対する介護予防埠策に力を入匹なヤ滞 り将来的にもっ字来的にもっと要介護

者蛍馳 k 些 堅竺空室 :_堅牢軍誓 竺5らい必要なのか予測すらできない状
態であることなどが上げられる (表14:県 ･国への要望事項参照)0

介護保険制度が実施されて以降､地方の自治体は､一方では ｢生涯現役｣で

要介護者の割合が少ない自治体が存在し､他方では､これからますます要介護

者が増加し､-自治体としてとても対応仕切れなくなるであろう｡介護保険制
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表13:事葉実施面で困っている事項

高齢化率.(%) ∴事 .業 項 目

L10-15 ･介護認定モデル事業を行?ていたとき古手比べて､認定が甘くなフているた,

..活動支援適所事業でのサ｣ビス事業者の不足

･二活動支援適所事筆でのサービス事業者の不足
l-.町の面積が広 く対象者が点在していて現行の交付基準では赤字になってし-

まう.o

20′-25 ･在宅介護センターの標準型､基幹型をはっきりして欲しいo

･痴呆老人専用の (施設 .在宅)事業所が少ないO.

■.利用者 (老人)に無理な勧誘が見られるd

･実施予定額より実績が減少しているo
･現状では配食サービスが毎月50名前後､軽度生活援助事業と活動支援適所

事業につ}亘 は申請がないo

･自立判定者と要支援､要介護者が同一場所でサービスを受けているため､

混乱をまねくことがあるo例えばサービス受給者が互いに介護者を比べる
~など､サービズ内容が統一できな■いo

...介護保健の自立者を対象条件としているため利用者が少ない.

･この事業の対象者が要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等となっているo
事業の中身しだいで枠~をこえて認めてよいのではな~いかと思うo例えばふ

れあい会食等は事業の主たる対象考だけのふれあいでなく子ども達とのふ
れあいなどo

'住民が真に必要としているサービスを把握できていない状態であり-､今後

はその把握に努めたいo

あるO,

25-30 ･対象者が広範囲に居住しているため,移送､_配送が大変である○

･どれぐらい実績が上がるのか見遣Lが不明であるo

･財政面で厳し↓ゝものがあるo

･在宅改修指導事業の実施を図る上で､適当な人材がいないo

･外出支援サービスについて､実施したくともその対応､方法が難しいo

_.配食サービスについて制限がなかなか難しく歯止めができ.なく､誰でもト

サービスを欲しがり､かえって生活する意欲を消失させてしまうo
･国め方針が不明瞭であるため､予算を計上しにくいO.財政事情により町の

単独事業と,しては実施が難しい0本年度も予定していた補助額か-ら大幅に
~減少となる見込みo

･今後いろいろな事業を実施したいが委託先が少なくて実施不可能な■事業が
多いo

30以上 T対象者が少ない.

･現在は基準額内であるが､今後他の事業に取組んでいく予定やあるが､基

準額を越える予定で､財源的にも厳しいO.
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3章 地域福祉と地域介護支援行政

度が小規模施設への適応において困難である中で､多 くの地方自治体は介護事

業において近隣自治体 と合併して財源の母体を大きi【__LdTEiとユニ上丘一余儀凄 く

ぐ.有印 C頼主･.:.;･.t:巨ユ･ I-･十･.･･:一
しかし､大規模の病院や施設が高齢者の個々の症状に応じた対処において困

難であり､他方で小規模施設が痴呆予防などにおいて効果を

明らかになりつつある現在､農村部の小規模自治体における

を自治体がどう受け入れていくかといった研究が求めら

うか｡

3節 全国の先進事例から

げていることが

(1) 在宅ケアーが充実している広島県御調町

広島県御調町は､三原市､尾道市､福山市に隣接し､やや内陸部で交通の要

所に位置する総人口8,310人､高齢化率がほぼ28パーセントの町である｡御調町

の在宅ケア-は ｢病院｣｢訪問看護ステーション｣｢介護老人保健施設｣の三拠

点が連携する形で､昭和54年より始まった (表14)0

第-の拠点は ｢町立総合病院｣｢御調町保健福祉センター｣｢基幹型在宅介護

支援センター｣から成る ｢総合医療センター｣である｡他の拠点と連携を取 り

表14:御調町における在宅ケアーの拠点(3)

1)病院

保健福祉センター

基幹型在宅介護支援センター

･ 〔
訪問看護 (介護)

訪問リハビリ

2)訪問看護ステーション

{ 訪問看護

出前医療 ･福祉

ハイレベルの医療 (ⅠVH､CAPDなど)

介護を主体とする看護

開業医が主治医のケース (主治医の指示)

高度医療 (ⅠVH､人工呼吸装置など)

3)介護老人保健施設

地域型在宅支援センター

{ 老人保健施設を退所後の老人在宅介護支援センターに相談に来たケース

4)住民参加 { 福祉バンク

○ケア担当者会議 (ケアカンファレンス) { ケアプランの作成
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図1:御調町保健福祉センターの組織 ･機構

図2:訪問看護ステーションと他の機関とのかかわり

つつ ｢出前医療 ･福祉｣｢ハイレベルの医療活動｣などを行なう等､保健 ･医療

と福祉の連携 ･統合を図る組織 ･機構 として注目される｡その組織 ･機構は図

1の通りである｡ この中でも特に ｢保健福祉センター｣には現在､9人の保健

婦､ 1人の管理栄養士､病院 (在宅介護支援センターみつぎの苑 :地域型､訪

問看護ステーションを含む)に6人の保健婦が配属されている｡

御調町における在宅介護の第二の拠点は ｢訪問看護ステーション｣である.

同ステーションは公立みつぎ総合病院内に老人訪問着筆ステーションとして､

平成 4年 5月に設立された｡町立総合病院､かかりつけ医､在宅介護支援セン

ターなどと連携をとりつつ､24時間の在宅介護を実施している(4)0
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3章 地域福祉と地域介護支援行政

表15:在宅介護支援センターみつぎの苑活動状況(5)

(平成11年度)

相読件数 面 接 相 談 671件

電 話 相 談 1,526

計 2,197

訪問実人員 322人 (町内205人､町外117人)

訪問回数 保 健 婦 (看 護 婦)訪 問 129回 276(38.8%)

療 法 士 訪 問 15

ソー シ ャル ワー カ ー訪 問 132

同好訪問 保 健 婦 . 看 護 婦 + 療 法 士 5 435(61.2%)

保 健 婦 ..看 護 婦 + 介 護 福 祉 士 23 .

保健婦 .看護婦+ソーシャルワーカー 84

その他の同行訪問 323

★他市町村への依頼件数 :129件
(他市町村保健婦､ヘルパー同行訪問も含む)

表16:福祉パンク訪問活動状況
○協力会員 1,683人 ○利用会員 206人 (H2年12月～H12年 3月)

在宅福祉サービス活動内容

家事援助サービス 介護サービス

掃 除 .洗 濯 279件 移 動 の 介 助 170件

食 事 準 備 492 排 滑 の 介 助 220

話 し 相 手 920 食 事 の 介 助 110

庭 の 掃 除 .除 草 405 整 容 38

買 い 物 438 入 浴 の 介 助 25

外 出 の 同 行 170 着 替 え の 介 助 159

家 屋 の 補 修 82 身 体 全 体 の 清 拭 94

そ の 他 303 湿布等 (看護の介助) 33

リハ ビ リ .そ の 他 680

計 3,089(66.9%) 計 1,529(33.1%)

訪問実人員 813人 訪問件数 50,442件 訪問家庭実数 250世帯

(協力会員の実稼働数) 訪問述べ人員 13,290人 訪問述べ時間 17,052時間
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第三の拠点は ｢在宅介護支援センター｣である｡住民参加による地域包括ケ

アシステム (ネットワーク)を支える施設として多様な活動を実施している｡

また御調町では地域住民が参加する地域ぐるみの介護体制を組織している｡

｢福祉バンク｣と言われるものがそれであり､これは元気な時に寝たきりなどの

要介護高齢者のめんどうをみて､月分が倒れたら介護してもらう仕組で､ 1時

間1点という点数制である(6)0

(2) 兵庫県五色町 .'保健 ･医療 ･福祉の連携とまち?I-くり

五色町は淡路島にある総人口11,450人､高齢化率25.98パーセントの町であ

る｡同町は ｢介護保険対象外サービス事業の整備｣と ｢保健 ･医療 ･福祉の連

携とまちづくり｣において優れた実績のある自治体 として注目されている(7)｡高

齢者介護､特に在宅ケア-は公的制度のみでは限界があり､地域全体の共同し

た取組みに支えられることが求められる｡五色町では十数年前より､地域住民

の自主的活動 (近隣の軍否見守り活動)が積み上げられ､今日では住民の自主

的組織と自治会活動との連携がうまく取れるまでに至っているように思われる｡

図3:近隣の安否見守り活動
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3章 地域福祉と地域介護支援行政

図4:福祉コミュニティ安心拠点作り概念図
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例えば五色町では地域の福祉事務所が中心となって､淡路島内6町全体を包括

する郡レベルで連携を推進する ｢地域安心拠点システムづくり連絡会｣が組織

されている｡また各町レベルでは社会福祉協議会と連携する組織として ｢保険

医療福祉地域連携推進協議会｣が､さらには中学校区レベルでは農協等民間事

業所と連携する｢ケアシステム安心拠点｣､最後に小学校区レベルで在宅介護支

援センターを中心に｢福祉コミュニティ安心拠点｣が組織されている(8)｡そして

各地区の公民館､｣地域の集会所等を近隣者による相互扶助の ｢福祉コミュニ

ティ｣の拠点として活用し､災害時や防災活動の拠点や避難所としても活用し

ている｡

このように五色町では､行政や大きな施設などでは個々の高齢者の生活状況

に対応したサービスが困難な点を､地域住民の自主的生活相互扶助活動が支え

ている格好の事例ではないかと思われる｡ そしてこうした ｢福祉コミュニティ

安心拠点の活動｣が､個々の高齢者の生活情報を行政や病院､在宅介護センター

などに伝えるネットワーク､伝達､支援体制にもなっているのが注目される｡

高齢者にやさしいまちづくりの先進事例と言ってもよいであろう｡
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注

(1) 現行の介護保険制度も痴呆性高齢者向けデイサービス (デイサービス事業

E型)とグループホーム事業に補助金を出し始めている｡しかし居室面積の

広さや定員(全入居者に個室の確保)､市町村の特別養護老人ホームなどとの

隣接を条件にしているため､民家を活用して痴呆性高齢者を共同生活で介護

している小規模グループホームが､制度の適応を受けることができず､運営

に困っているという点がある｡

(2)厚生省によれば2000年現在で高齢化率の全国平均は17.2パーセントとなっ

ている｡(平成12年度版厚生自書『新しい高齢者像を求めて-21世紀の高齢者

会を迎えるにあたって-』より)

(3)広島県御調町保健福祉センター 『御調町における保健福祉活動』平成12年､

78貢

(4) 公立みつぎ総合病院 :｢御調町における地域包括ケアシステムー寝たきり

ゼロ作戦.と保健 ･医療 ･福祉の連携-､平成12年4月､6貢

(5)公立みつぎ緯合病院 :同上､_6貢

(6)公立みつぎ総合病院 :同上､7貢

(7) 五色町 『介護保険事業計画及び老人保険福祉計画』平成12年3月ヾ93貢

(8)五色町 『同上』94頁
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